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第
四
次
荒
尾
市
行
政
改
革
大
綱
を
策
定

こ
の
た
び
、
「
荒
尾
市
行
政

改
革
推
進
審
議
会

（
会

長　

那
須
良
介　

荒
尾
商
工
会

議
所
会
頭
）
」
の
審
議

・
提
言

を
経
て
、
「
第
四
次
荒
尾
市
行

政
改
革
大
綱
及
び
実
施
計
画

（
推
進
期
間
…
５
カ
年
）
」
を

策
定
し
ま
し
た
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『
安
定
し
た
財
政
基
盤
の
確
立

と
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政

経
営
を
目
指
し
て
』
を
基
本

理
念
に
、
①
行
政
サ
ー
ビ
ス
改

革　

②
行
政
シ
ス
テ
ム
改
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③
財
政
改
革　

④
特
別
会
計
・

公
営
企
業
等
改
革　

の
四
つ
の

柱
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
こ
の

「
第
四
次
荒
尾

市
行
政
改
革
大
綱
」
を
基
に
、

市
民
の
視
点
に
立
っ
た
住
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
や
資
質
の
高
い

職
員
の
育
成
な
ど
に
取
り
組

み
、
荒
尾
市
が
市
民
に
信
頼

さ
れ
、
そ
し
て
、
さ
ら
な
る
発

展
が
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
強
力
に
改
革
を
進
め

ま
す
。
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政
策
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画
課

☎
63

・
１
２
７
３

【主な実施計画】

１． 行政サービス改革

・ 「あらおシティモール」 内に市民サービスセンターを設置

・ パスポート申請の受付 ・交付事務の実施　

２． 行政システム改革

・業務改善運動の推進

・長期的な職員育成計画の策定

３． 財政改革

・施設の維持管理計画の策定

・ アウトソーシング推進計画の策定

４． 特別会計 ・公営企業等改革

・国民健康保険…健診受診率の向上、 介護保険との健康診査業務の一元化

・介護保険…介護保険業務の質的向上と効率化

・公共下水道事業…未水洗化世帯への下水道利用の促進、 アウトソーシングの導入

・水道事業…資産管理の導入、 収納率の向上

・病院事業…医師および看護師の確保、 病床利用率の向上

【主な提言内容】

１． 市民サービスについて

・荒尾市の実状に応じた、 きめ細かい市民サービスを検討すること。

・ 分権社会の担い手となり、 市民に必要とされるプロ意識を持った職員を育てる仕

組をつくること。

２． 財政健全化について

・ 事務事業の効率化、 民間的経営手法の導入など、 より一層、 歳出削減に努め

ること。

・ 国民健康保険や介護保険等の特別会計については、 医療費や介護給付など

が多い原因を詳細に分析し、 その対策を検討すること。

・ 市民病院については、 医療技術の特徴や安心して受診できる環境を市内外に

広く知ってもらうため、 さらに分かりやすい広報やＰＲに努めること。

・ 荒尾競馬については、 未活用の駐車場などの借地返還や遊休地の売却などに

より収支均衡を図るとともに、 黒字となっている他の地方競馬の状況と比較するな

ど、 早急に新たな経営改善策を検討すること。

※「第四次荒尾市行政改革大綱」および「提言書」の詳しい内容は、

ホームページに掲載しています。

ホームページアドレス　http://www.city.arao.lg.jp

　　提言書を前畑市長に手渡す行政改革推進
審議会の那須会長 （中央） と委員のみなさん
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荒尾市役所庁舎内電話番号一覧
※夜間および休日は、 ☎ 63-1111 （宿日直室） にお掛けください。

部 課･室名 係  名 電話番号 業 務 の 内 容

総

務

部

秘書広報課
秘書係 ☎ 63-1620 秘書に関すること

広報広聴係 ☎ 63-1157 広報の発行、市ホームページおよび住民懇談会など広聴に関すること

総務課

人事給与係
☎ 63-1204 職員に関すること

職員厚生係

行政管理係 ☎ 63-1209 条例・規則などに関すること、行政協力員に関すること、広報の配布に関すること

選挙係 ☎ 63-1254 選挙に関すること

政策企画課

政策経営室 ☎ 63-1273 市政の総合企画、調整および調査研究、行政改革に関すること

企画統計係 ☎ 63-1274 地域振興、広域行政、国際交流、統計調査に関すること

情報推進室 ☎ 63-1294 電算業務、情報化施策に関すること

市史編纂室 ☎ 62-3036 市史編纂に関すること

財政課
財政係 ☎ 63-1289 市の予算に関すること

管財係 ☎ 63-1292 庁舎の管理、公有財産の取得、管理および処分に関すること

契約検査室 ☎ 63-1470 工事などの検査に関すること、消耗品・購入備品の出納

市

民

環

境

部

市民課

総合案内 ☎ 63-1503 庁舎の案内・バスチケットおよび切手の販売、各種相談業務

市民係 ☎ 63-1302 転入・転出・出生・死亡および婚姻などの届出に関すること

記録係 ☎ 63-1326 外国人登録に関すること

税務課

税務係 ☎ 63-1329 市税制度の広報、啓発および調査研究に関すること

市民税係 ☎ 63-1342 市民税、県民税、軽自動車税、法人市民税、特別徴収など

資産税係 ☎ 63-1346 固定資産の調査および課税に関すること

収納課
徴収係 ☎ 63-1353

市税、県民税および国民健康保険税の納税に関すること
整理係 ☎ 63-1362

環境保全課
環境業務係 ☎ 63-1370 し尿汲取り、ごみ収集およびリサイクル事業、犬の登録などに関すること

環境企画調査係 ☎ 63-1386 公害予防に関すること、地下水資源の保全、環境などに関すること

くらしいきいき課

市民応援係
☎ 63-1395

自治活動の支援および育成に関すること

交通防災係 交通安全対策・防犯・危機管理に関すること、防災に関すること

　　〃　　（消防団）☎ 63-1335 消防団に関すること

保

健

福

祉

部

福祉課
福祉係 ☎ 63-1406 障がい者（児）に関すること、高齢者福祉に関すること

保護係 ☎ 63-1409 生活保護に関すること、行旅病死人に関すること

子育て支援課 子育て支援係 ☎ 63-1417 児童福祉（保育所・児童手当など）に関すること

健康生活課

介護保険係 ☎ 63-1418 介護保険に関すること

高齢者医療係 ☎ 63-1420 高齢者支援に関すること

国保年金係 ☎ 63-1327 国民健康保険給付に関すること、高額医療費に関すること

人権啓発課
人権推進係

☎ 63-1139
人権啓発の推進に関すること、同和対策および人権同和教育に関すること

男女共同参画推進室 男女共同参画にかかる施策の総合的計画、調整および推進に関すること

建

設

経

済

部

産業振興課

商工・企業誘致推進室 ☎ 63-1432 商工業の育成指導および振興に関すること、企業誘致に関すること

観光推進室 ☎ 63-1421 観光に関すること、荒炎祭に関すること、地域再生に関すること

消費者相談室 ☎ 63-1173 消費者行政に関すること

農林水産課

農政係 ☎ 63-1443 農林水産業の振興に関すること

耕地水産係 ☎ 63-1454 農林業の土地改良に関すること

農業委員会係 ☎ 63-1459 農地の売買・賃借・贈与・転用・農業経営基盤強化事業に関すること

土木課

維持係
☎ 63-1485

道路・河川などの維持管理および災害復旧、都市計画などに関すること

管理係 境界立会・里道・水路・土地開発公社に関すること

計画事業係 ☎ 63-1487 道路・河川および港湾などの建設

用地登記係 ☎ 63-1464 用地取得およびその登記に関すること、地籍調査に関すること

建築住宅課
建築営繕係 ☎ 63-1498 市有建築物（市営住宅を含む）の建設および営繕に関すること

住宅管理係 ☎ 63-1491 市営住宅の管理および使用料金などの収納に関すること

会計課 出納係 ☎ 63-1621 公金の収入・支出に関すること

監査事務局 ☎ 63-1637 市の財務事務の監査に関すること

議会事務局 ☎ 63-1628 市議会に関すること

教

育

委

員

会

教育振興課

庶務係 ☎ 63-1647 就学援助に関すること

学務係 ☎ 63-1659
児童生徒の就学・転学および退学に関すること

教育相談、学習指導および進路指導に関すること

学校規模適正化推進室 ☎ 63-1653 学校規模適正化に関すること

社会教育課

生涯学習係

☎ 63-1681

生涯学習の支援および社会教育関係団体の育成に関すること

文化係 文化財に関すること、文化団体に関すること

世界遺産推進室 世界遺産登録推進に関すること

[ 問 ] 総務課☎ 63-1204


